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発展計画と外国貿易

第 6 図 4 結 s命

しくなる。 t かし，との経路は安定的ではない。 m  
が护よりも大であればm は時間とともに減少し 

に接近するが，ん⑴ががよりも小であればa；⑴は時 

間とともに減少してp から遠ざかりゼロに近づく。し 

たがって，計画初期において自国資本/外国資本比率 

が利潤均等化比率よりも大きければ均衡成長経路の達 

成可能性に問題はないが，そうでない場合に困難が生 

じることは明をかである。外国資本の利潤率が自国資 

本の利潤率よりも低い状態から出発した場合，利潤均 

等化貯蓄率の下では国際収支が破綻し，発展計画は失 

敗に終るであろう。この救済策として考えられるのは 

計画貯蓄率を2 段階に分けて設定してやることである。 

すなわち，第 1 段階では計画貯蓄率を利潤均等化貯蓄 

率よりも十分大きな値に定め，第2 段階では利潤均等 

化貯蓄率を採用することにより，望ましい均衡成長経 

路を達成することが可啤となる。

この2 段階の発展戦略の意味は第3 図にたちかえる 

ことによって明らかになる。計画初期の自国資本/ 外• 
国資本比率M 0)が利潤均等化投入比率k* よりも低い 

水準に与えられているものとしよう。このとき，第 3 
因匕示すように, 計画貯蓄率s を s * よ.り十分大きい 

値f cとって全がん(0 )よりも小さぐなるよ’にしてやれ 

ば, A=(0は時間とともに増大し, ある時点幻“ >>0).を 

過ぎるとよりも大となるであろう。 このとき計画 

貯蓄率を引下げs* に一致させることにより計画は第 

2 段階に入る。利潤率を均等化させる均衡成長経路が 

実现されるのはいうまでもなく計画のこの第2 段階に 

おいてである。とれは|発展の当初においてとりんけ 

大きな貯菩努力（ビック• プッシュ)が必要とされること 

を涝すものである。 * *

本稿では，低開発国が外国資本ストックを一定率で 

増大させていくことを前提にその発展計画の実現可能 

性，斉合性，さらには貯蓄政策のあり方などを簡単な 

モデルによって検討した。しかし外国資本ストックの 

.増大という前提がはたして適当かどうかは大いに議論 

の余地のある問題である。低開発国を後進国として理 

解し，その経済発展を近代化ないし西欧化の一環とし 

て把握する立場にたてばたしかに先進国の資本財を導 

入し蓄積していくことが発展訃画の要請と目されるに 

ちがいない。種々批判があるにもかかわらず，この立 

場は今日でも多くの低開発国に根強く残っているよう 

に思われる。これに対して，低開発国を発展途上_ と 

みなし，その経済発展を固有の民族的文化展開過程の 

経済的基礎と考える立場にたてば，外国資本財ではな 

く自国の資本財のたゆみない蓄積にこそ力点がおかれ 

るであろう。この「自力更生j 的な考えもまた広く支 

持をあつめていることはいうまでもない。

そこで前提をかえて，外生的に所与の輸出成長率に 

等しい率で自国資本ストックを増大させていく場合に 

ふれておこう。この場合の発展計画も実は本稿のモデ 

ルによって容易に吟味するととができるのである。多 

くは重複となるので詳細に論じる必要はないが，その 

大要だけ摘記しておくのも無駄ではあるまい。まず小 

文字の記号の解釈を変更して，すべて[I国資本1 単位 

あたりの変量を表わすものと読みかえれば，質易差額 

と貯蓄，投資差額の恒等関係を示す⑽式が目下のヶー 

スにそのまま妥当することは明らかである。したがっ 

て以下の分析も，自国資本財と外国資本財の役割を.入 

れかえるだけでほぼ同様にあてはまり，命題1 の結論 

が得られる。ただし,外国資本財が存在しなくても自 

国資本財と労働だけで一定限度までの生産が可能であ 

るとすれば，丨山線sf{k) の縦軸截片は正となるので不 

安定な均衡経路が存在しない可能牲が出てくることに 

注意すべきであろう。発展計画に対する国際収支の制 

約はその分だけ軽減されるとみてよい。 ■
このように，自国資本ストックの定率成長を目途と 

する発展計圃について第2 節の結論をいちじるしく変 

史する必喪は認められなV、が，第3 節の議論はもはや 

妥当しない。記号の読みがえに注意すれば，均衡成長 

経路上の屈用労働1 .単位あたりの消费水準(Jはいまの 

場合： ' ....................... .........
<5 =  (1—s)/(A;)

1 , は じ め に .
么環境問題の経済学的位置づけ

3. 自然環境の最適配分 

,4. 自然開発の外部不経済 

5. 自然環境の評価と分離施設

1. は じ め に

環境破壊（environmental disruption):という言葉は， 

一般には，産業公害や都市の過密化などによって引き 

起される諸問題を意睬するものと理解されているが， 

昨今，その一環として, 自然‘環填や文化遺産の保全と 

開発の間題が急にクローズ. ァップされるに至った。 

M砻の間に明確な一線を画すことは困難であるが，後 

者の場合には，環境がたんに生産活動や生活に不可欠 

な資源としてではなく，それを利用（保存)することに 

よって積極的な便益を受けるかけがえのない財とみら 

れている点にffl要な特質が認められる。実際，尾瀬の 

自然保護や飛鳥の遗哧保存を契機にして，どの問題が

全国的に脚光を洛びるよりかなり以前から，心ある人 

人によって，例えば，水鳥の楽園として知られた東京 

湾薪浜の辛潟壊滅やスバル•ラインによる富士山の自 

然破壊の重大さが指摘されてきたが，すべてそのよう 

な観点に立っての保全の訴えであった。

遅ればせながら，そのような意味での自然環境め保 

全や文化遺産の保存に人々の意識が向けられるに至っ 

たことは,それらが一度失われると回復が不可能なだ 

けに，大いに注目されてよい。しかし, 問題の経’済学 

的な解明や，開発と保全の調和を求めるための政策論 

的なアプローチは，現在までのところほとんど行われ 

ていないというめが実情である。もとより，この著し 

くインター•ディシブリナリ一な問題が経済学だけで 

解明できるわけではないが，他面，それがf c済問題で 

もある以上，経済理論の蓄積の中から解決のための示 

唆を得ることはできるはずであるし，またそれを‘無視 

しては思わざる誤りを犯すことにもなろう， _
以下の小論は，このような空白を埋めるための夺さ 

やかな覚え書である。

一 一
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で表わされる。均衡成長経路の条件(19)め形に変りはな

い か ら け つ き ょ く ど

c =  f ( k ) —(1+ A:) (flf+5)
と書け，セを最大化するよう'な■んの値は 

f \ k ) = g  +  8
という「黄金律』にょって与えられることがわかる。

これは;外国資本の利潤率と粗成長率の均等を示すもの 

だが, 安定燊件s / ' (ん)< 0  +  5 と矛盾しないととは柄ら 

かである。このときの外国資本/ 自国資本比率{は利 

潤率均等化比率P ょりも大きな値となり， 自_ 資本 

の利潤率は外国資本の利潤率を上まわるであろう。目 

下の発展計画では，雇用勞働1 単位あたりの消費水準

の最大化を目指す貯蓄政策はこのように単純明快なも 

のとなるのである。 ’
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2. 環境問題 の 経 済 学 的 位 置 づ け

環境破壊を経済問題としてどうとらえるかについて， 

現在のところ必ずしも意見の一致がみられるわけでは 

ない。しかし, そ位置づけは,狭義の自然環境の保 

全を考える上セも重要な意味を持つと考えられるので， 

以下必要な限りでその主張と論点を整理して与こう。

環境問題は，よく知られているように，三つの若干 

異った観点から論ぜられている。一つは伝統的な経済 

•学の線に沿って外部不経済(external diseconomies)の問 

題とみる考え，村上助教授のようにマイナスの公共只才 

として定式化する考そして宇沢教授がつとに主張 

しておられるように社会的共通資本（social overhead 
capital)の減耗とみる考え方がそれである。それぞれ 

の長所や限界については，塩野谷祐ー「環境破壊の体 

制論的把H i 大石泰彦「公害論議の反省と展望」など 

に譲ることにして，ここではそれらの定式イ匕がどのよ 

うな政策的含意をもつかについてふれておきたい。元 

来，環境破壊のような極めて多元的な社会現象に対し 

て，あるとらえ方だけが正しく他のとらえ方は正しく 

ないといった決めつけ方は困難であるが，それだけに， 

ある価値関係的な理解が政策論的にどのような意味を 

持つかという点につV、ては，十分明らかにしておく必 

要があるo
伝統的な外部経済論によって璟境破壞ないし公害問 

題を現象面からとらえるならば，次のように要約する 

ことができよう。すなわち，環境破壊とは，ある経済 

活動の付随的な効果として,その経済活動とは本来無 

.関係の第三者に，市場取引を経ることなく直接被害を 

及ぼし，しかもその被害がしばしば不特定多数の人  々

に及ぶ現象である。ここで重要な点は，ある経済活動 

のもたらす損害（数用）が市場取引を経ずに直接第三渚 

に及ぶという非市場性ないし直接依存効果であるが， 

それとともに，そのような被害が，ある経済活動の付 

随的な効果として也ずるという点，言いかえればbads 
の結合供給という侧而も見落してはならな、、。これあ

るが故に，少なくとも産業公害の場合には，公害税に 

よるにせよ，規制措置によるにせよ，適当な政策手段 

を講じてbadsの排出を主たる経済活動のへ押し 

戾し，市場化（内部化）することが可能になる。ここに 

外部経済論の重要な政策的含意がある。なお，公害税 

と規制政策の意義や優劣につも、ては別稿「公害政声と 

セカンド. ベスト定理」で詳しく論じておいたか，あ 

灸て公害税によ.らなくても個別規制と有効競への維持 

促進によって十分目的を達成できる，というのがそこ 

での私自身の結論である。

一般に外部不経済と言えば，日照権の侵害のように 

如害者と被害者が確定している場合も，大気汚染のよ 

う.にその被害者が不特定多数に及ぶ場合も，ともに含 

まれる。しかし，公害.と言う場合には後者をさすのが 

普通である。したがって，公害の経済学的特質を論ず 

るにあたっては，その影響が不特定多数の人々に及び， 

特別め费用をかけない限りその被害から逃れることが 

できないという性質，V、わゆる非排除性を無視するこ 

とは許されない。その意味で，公害をマイナスの公共 

財と規定するととは十分理由がある。加えて，現在な 

おその性質について見解の一致をみるに至っていない 

とはいえ，村上助教授も明らかにしておられるよ,う、し， 

公共財をプラスの外部効果の極限としてとらえること 

が可能であるから，外部不経済の典型である公害をマ 

イナスの公共財とみることに論理的な疑義はない。し 

かし，二つの定義が究極において同値にな夸ことが明 

らかになったからといっ’て，そこから直ちに政策的に 

有意義な結論が弓Iき出せるとは限らない。公害をマイ 

ナスの公共財と規定することの政策論的意義は，むし 

ろ，同じ外部不経済でも，加害者と被害者が確定して 

w Sる場合には，当事者間の自主的な交渉によって利害 

の調整をはかる途が残されているのに対して，被害が 

不特定多数に及ぶ場合には，政府の積極的な介入が必 

要になることを明らかにした点にあると言えよう。•.し 

たがって，さらに進んで政府の介入措置を具体的に検 

射するにあたっては， 前述のbads.の結合供給という 

.特質を十分踏まえた上で議論を展開する必5?かある。

注（1 ) 村上泰亮「公窖政策の合意を求めてj (*■來洋経済』1970料明 14日）。
( 2 ) 宇沢弘文「社会资本の経済学」（迚元，渡部編『现代の経済学⑵J)。同 「環境破壊とインフレ—シヨンJ (『中央公諭J 

1970^8 月）a .
( 3 ) 愆野谷祐ー〔4〕。
( 4 ) 大右泰彦〔3〕。 • 、丄く，
( 5 ) 詳細については，拙稿「外部効见の待® とその政策的含窓について」（r三⑴学会雑認J 1968キ10月）参照。

( 6 ) 鈴木守〔6 〕。 •
( 7 ) 村上泰亮「公共財の定翁」（迚元• 波部編プ現代の緙济学⑵』）<■

- ■ 26(592) - — -

發 タ 織 機 :概舰雜做，獅■̂汾洗相.骑嫩齡 細 鼸 ■細 . I ■卿_ 麵 丨 哪 脚 嶋 嫌 煙 曙 f■機1」!W厕愿

ふ“'v;•上\ トフ-v t 'ぐ:n -巧:ベ-

自然環境保全のための絰済政策

以上で明らかなように，— イナスの公共財という理 

解だけで環境問題をすべて処理することは困難である。 

と同時に，外部経済論の政策的帰結に従って，規制と 

競争促進政策たけで環境R3ISがすべて片付くと考える 

ことも早計である。

ちなみに，家計がその消費活動の過程で生み出す廃 

棄物公害I■こついては, 明らかに別の配慮が必要である。 

何となれば，家計の場合，廃棄物処理に要する費用を 

市場取弓丨を通じて他に転嫁する途は閉ざされており， 

したがって，I 、かに市場競争を促進したとしても公平 

な費用負担は期待できないのみならず,厳しい規制を 

行えば人々の生活に致命的な打撃を与えるか，さもな 

くば,それこそ夜陰にまぎれて汚物塵亦が勝手に放擲 

され, より重大な外部不経済を生み出ずおそれが強v、 
からである。だからこそ，家計廃棄物については，そ 

れを処理することが周囲の人々に等しい便益を及ぼす 

公共財の供給と考えられ，家計廃棄物公害はそのよう 

な公共財の供給不足と考えられてきたのであった。し 

かし，だからと言って，今や禁止的な費用にさえなっ 

ているこの問題の解決に外部経済論的•ブプロ一 チが不 

要だというわけでは決してない。むしろ，私見によれ 

ば， 家計廃棄物それ自身が消費活動に随伴するbads 
であるということを認識し，それを政策にも正しく反 

映することが是非とも必要なのであるが,\その点につ 

いては拙稿「家計廃棄物処理と地方財政」で詳論した 

のでここではこれ以上立ち入らない。 ノ

他方，本論で取り上げる予定の自然環境や文化遺産 

の破壞に関しては，社会的共通資本の減耗というとら 

え方が極めて有効である。確かに，都留教授や宇沢教 

授が指摘しておられるように，環境問題はすべて社会 

的共通資本の減耗という観点からとらえることができ 

る。そして，そのようなアプローチは，公喾現象を体 

制論的にとらえようとする場合,あるいは最適成長理 

論の一環に組み入れようとする場合などに特に威力を 

発揮する。しかし，環境問題をすべて社会的共通資本 

の減耗とみることで十分かどうかという庳につL、て紅， 

私自身はかなり懐疑的であ冬。少なくとも産業公害に 

関する限り，環境を人々の望む状態で維持することを 

制約条件として，それに娈する費用を市場化ずるよう

な措置を講ずることで，より効果的に目的を達成する 

ことができると考えてぃる。しかし，尾瀬や飛鳥の観 

光開発については話は別であるi その種P 柽済活動が， 

尾瀬やァルブスの恵まれた自終環境，京都や奈良にお 

ける誇るべき文化遺産を生產要素として,しかもそれ 

らを無償で利用して行われてぃる，とぃう点を無視し 

ては問題の正しぃ解決など望むベぐもなぃからである。 

そじて，この点の解明にはどうしても社会的共通資本 

の減耗とぃうァフ。ロー手が必要である。そこで.以下 

節を改めて，問題の所在を少1し詳しく検討しておこう。

3. 自然環境の最適配分

経済活動は決して私的資源がけを使って行われてぃ 

るわけではなぃ。道路，港湾，上下水道さらには自然 

環境とぃった広義の社会的共通資本の助けなしにはそ 

の遂行は箸しく困難である。砂凑や孤島で、癌済活動を 

営むことを考えれば，その重要性はおのずと明らかで 

あろう。しかも，そのような社会的共通資本に•つぃて 

は，利用の程度がキャパシティ一を超えないかぎり，r 
換言すれば，混雑現象が生じなぃかぎり，排除原則が 

働かをぃ。したがって，市場価格は成立せず，その供 

給も社会的に行わなくてはならなぃ。しかし，一国全 

体としてみれば，限られた資源がそれらの供給のため 

に割かれる以上，たとえ無料で経済活動に利用されて 

ぃるとしても，国民は機会費用（opDortunitjr cost) とぃ 

う形で費用負担を強V、られることになる。

このように原則としそ排除原則の働かなぃ社会的共 

通資本につぃても，それを効率的に利用するためには， 

利用者からその社会的限界生産物に等しぃレントを徵 

収する必要がある。このことは宇沢教授が的確に指摘 

しておられる必要なかぎりでその論拠を示せば次 

のようになるであろう/
いま, 企業i の生産活神が私的な生産要素んと社会 

的共通資本X を用いて行われ，それが生産関数

- - M U X ) (卜 1,2, , n) (3.1)
によって示されているとする。ここで生産関数は，四 

かつ微分可能のほか当®必要な条件はすべて満たして 

いるものと仮宠する。私的資源の市場価格を训社会

注（8 ) 鈴 木 守 〔7 〕，

( 9 ) 都節 li人 『公窗の政治経済学J 敗 2 軍，第3 窣。

( 1 0 ) 宇沢弘文「公共経济学にかんするノート⑵J (f•季刊说代経J f J 1972年 4 月）。

( 1 1 ) 宇沢弘文，同上，ただし，そこでは本摘とは逆に泡雑现象によって社会的錢川が生じているというアブロ” チがなさ 

れているa
27(593)
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的共通資本の価格を6 とすれば，企業 < の利潤関数は 

jTt=^i — t o * l i一$ * X  (3 .2 )
によって与えられる。したがって，他め事情を一定と 

して，企業《の利溜を最大にするための必要条件は， 

ラグラ'ノジュの未定乗数法により

W = J ：Xi(qi- w - l i- d - X) + X)-qi)
(3 .3 )

を各変数について偏微分を行い，それをゼロとおくこ 

とによって求めることができる。ただし，ス,•，ルはラ 

グランジュ乗数，ム= 1 である。

dw  , 丄 dfi
~di7= ~ M'w+Mi~dl7 

： e w  
dx

=o
n n dfiS  ^i*0+ St=i oX

(3.4) 

(3. 5) 
(3. 6)

任意の企業に

(3.7)

ここで（3. 4 )を （3. 5 ) に代入すれば，

ついて

_  d f { 
w = ~dU

という関係が得られる。すなわち，私的資源の価格は 

その限界生産物に等しくなければならなV、という周知

第

の命題である。他方, 
(3 .4 )，（S . 6 ) から，

卜 ム d j l

社会的共通資本の価格d は

At
S フ•‘ 9X

d f  2 | j ス ti dfn^
一 ！ ^

(3.8)
となり, X によって加重された社会的共通資本の限界 

生産物め合計に等しくなっていなければならないこと 

がわかる。

以上のように，通常料金徴収め困難な社会的共通資 

本についても，理論的には，適正な使用料を課しては 

じめてその効率的な利用が保証される。もちろん，現 

実には多くの場合，徴収費が巨額に上るために実行す 

る意味がないのであるが，有料道路などのように既に 

受益者が特定化され，追加的な徴収費がほとんどかか 

らない場合には，十分考慮すべき問題である。ちなみ 

に，首都高速道路は，利用する自動車の増加につれて 

それらが生み出す限界生産物の合計も当然増加してV、 
るにもかかわらず，それに見合った使用料を徴収して 

いないために生じている資源のミスアロケイションの 

典型的な事例である。

いずれにせよ，限られた資源を投じて人為的に供給

図
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れはN に向って凸となるような曲線群で示される。い 

まそれらが同図第1 象限のW lW  のように与え

られていたとすると，生産可能性曲線o  F と社会的無 

差別曲線との接点E でパレート最適が達成されること 

は言うまでもない。その際，生産要素として役人され 

るべき串然資源の大きさは0 し自然のまま消費され 

る自然資源の最適水準はZNである。

しかるに,もし自然資源の利用がすべて利潤動機と 

市場機構に委ねられていると，上述<0最適水準を超え 

て自然が浪費されるおそれが強い。第 1 図に則して言 

えば，自然資源の投入が生産の増加をもたらすかぎり， 

m点まではおろか，自然資源はあげて生產要素として 

使われるという結果に，もなりかねなI 、。ここに曝眼な 

く自然破壊が進む基本的なメカニズムが認めちれる。

もっとも，資源の過度利用によって混雑現象が生ず 

るならば，生産可能性曲線そのものが右上りから右下 

りに転ずる。いまそれを社会的共通資本の場合を念頭 

に匱いて因示しておこう。

第 2 図

第 2 因は, 第 1 図の右側に当る部分を横軸に社会的 

共通資本をとつて示したものである。私的資源が豊富 

になり，生産活動に必释な社会的共通資本が相対的に 

不足してくると，与えられた社会資本のもとで産出量

されてきた道路，公園，上下水道といった社会的共通 

資本の場合，適正な料金が課されていないために過度 

に利用されると，結局のところ，混雑現象とい’う形で 

利用者自身にも費用負担が一部はね返ってくる。他方, 
自然環境のように簡単には混雑現象の生じない社舍的 

共通資本の場合には，資源の癌用という事態を引き起 

す。その点を囪を用いて検討しておこう6
人々は< 生産活動の結果生み出される産出物(消費 

財）と天与の自然資源との間で選択を行い，最高の満 

足を求めて行動するものとする。それぞれを第1 象限 

の縦軸と横軸にとり，自然資源の大きさは適当な単位 

で測って0 N で与えられていると伊定する。しかもそ 

のうち一部（例えばO m )は生産活動に投入されるので, 
直接人々の満足を高めるために使える自然資源の大き 

さはその残り（上述の場合m N )である。すなわち，限 

られた自然資源を举産要素に使うか，一種の消費財と 

して使うかについては排除原則が働くものと仮定する。

他方，一国の產出物（消費財）は，生産要素として投 

入される自然資源と私的資源とから生産されるものと 

し，私的資源の投入量を縦軸の負の方向に測る。した 

がって，第4 象限には左上に凸の等量曲線が描けるが, 
収穫通減を仮定女れば，同じ倍率で示された産出量の 

水準 0 „ 0 2, 0 .,……の間隔は次第に広くなっていくは 

ずである。それが第1 図のようにスムーズな等量曲線 

群で示されたと仮定し，かつ利用可能な私的資源の大 

きさも図上O S で与えられているものとする。さらに. 
最小の資源投入によって生み出される産出量の軌跡が 

直線O P で与えられていると仮定して，それを横軸の 

負の方向に転写し，それぞれの資源投入水準における 

産出量の大きさを縦軸にとれば，0  T で示されるよう 

な転換曲線を描くことができる。第 4 象限上のあらゆ 

る点は，そこを通る筚量曲線に沿ってO P 線上の組合 

せに移すことができるから，技術水準が与えられれば 

一本の転換曲線で資源投入と産出量との関係を表わす 

ことができる。そして，このような転換曲線が決まれ 

ば，自然資源の各投入量に対して，私的資源を最大限 

に活用して生産することのできる産出物(消费財）の大 

きさも決まってくる6 それを自然資源の探入量との関 

係で図示したのが，第 1 象限の坐產可能性曲線0  F に 

他ならない。

以上のプロセスを踏んで生産された座出物（消費財） 

と，いわばそのまま消費される自然資源との間でわれ 

われは社会的無差別線を描くことができるが，生産 

に使われない自然資源の大きさをN点から測ると，そ

自然環境保全のための経済政策

— —* 29 (.595) ^—

産
出
物

私
的
資
源

1
|

Ii
11
I
I

i
1
i§IIjj
Ii
1
I

I
§1
I



自然瓌楂保全のための経済政策

を増やすためにさらに私的資源を投じても，生産水準 

はかえって低下するという事態が生ずる（A ^ B )。あ 

るいは,社会的共逋資本がある限度を超えセ刹用され 

ると，私的資源の投入を一定として，さらに社会資本 

を利用して産出量を増やそ少どしても途出量は低下す 

る（C w D )。この場合には，したがって，# 量曲線は私 

的資源と社会資本の最適な組合せを示すP 点を中心 

同図第4 象限のような形状になり，それにもとづいて， 

生産可能性曲線も図のように描ぐことができる。そし 

て，当面產出量が最大になるという意味での最適資源 

配分はP もしくはE 点であって，それを超えて生産活 

動が行われると產出量はかえo て減少するのである。 

し̂ し瑰実の市場機構はそれを示す適切なバロメ一， 

ターがないために，個々の企業が自主的に産出量を調 

盤することは期待できない。社会的共通資本を所与と 

するならば，同じ社会資本を利用している他の企業め 

限界生産物を考慮しないかぎり，いずれは混雑現象が 

生ずることは（3 .8 )式から明らがであろう。しかし社 

会的共通資本に混雑現象が生じた場合には，余った私 

的資源R S を社会資本の供給に振り向けることによっ 

て混雑を緩和し,長期的にはより効率的な資源利用を 

実現することができる。

他方，それ以上供給を増やすことの困難な自然環境 

や文化遺産の場合，この種の資源のミス•アロケイシ 

ョソは常にそれらの過大利用という形で生ずる。いま 

何らかの方法で人々の欲する自然資源の最適利用水準 

0 1 が求められたとすると,この場合政府のとるべき政 

策手段はニつある。一つは，言うまでもなく自然資辱 

の利用を0 1 の水準に規制することであり，他は，レ 

ントを課して利用水準を0 1 に誘導することである。 

その際の適正な料率は，0 Z の自然資源とOSすなわち 

利用可能な私的資源を最大限に投入して生産される産 

出量を示す等;！仙線の，Q点における接線UVの勾配, 
すなわち自然資源と私的資源の限界代替率によって示 

される。そして，もしO fホ多くの企業に利用され， 

かつそれぞれに等I A 、便益をもたらすならば，そのよ 

うにして求めら:れた料率は各企業にとっての自然資源 

の限界生産物の和に等しくなっているはずである。

かくして，限られた由然資源を有効に利用するには, 
言いかえれば, 人々の欲するだけ開発し，かつ欲する 

だけ保存するためには，適切な規制を行うか，あるい

は適正なレントを課することがどうしX も必要である。 

そして私自身は，両畚を適当に使い分ける必要を感じ 

でいる。すなわち，アルプスの中心部キ大峰山など原 

始めままで:残すべき自緣療境，また法隆寺や桂離営な 

ど人類にとってがけがえのない文化遗產については， 

禁止的な料率でレントを課するよりも，利角の直接規 

制のほうが望ましV、。冬れは，村上助教授の言われる 

「強い公害j め場合と向様であ£ ) 他方，人々が積極 

的に開発を望んセいる自然*文化環境については，適 

正なレシトを徵収して資雜の瘤用を防ぐのが適当であ 

ろう。その_ の難_ ほ, 言うまで、もな < , 具体的な料 

率決定の方法である。

私自身は，人々の自然環境や文化遗産に対する評価 

は不寒全ながら周辺の地価に反映しているとみられる 

ので，そのような自然•文化環境を不可欠の生產耍 

素として経済活動を行っている企業からは，彼らが 

利用する土地の地伽総額の一定割合をニ括磁(lump
sum tax)の換セ毎年徵収ずるのが，適当かつ実行可能 

な方法ではないかと考えている。人々の評脑の高い自 

然辕境ほど地価も高く，したがって企業に課されるレ 

ントも高ぐなるが，それらの多くは結局消費者に転嫁 

されるであろうから，自然資源に対する需要が減少す 

る。それ:でも自然破壊が著しし、と判断される場合r は 

料率を引上げなければならないが,当面は地価総額の 

1 割程度で始め, 」方セ競争条件を維持しながら，ラ 

ンゲ= テーラ一の言う試行錯誤を繰り返していく他は 

ないであろう。

このような意味での自然資源に対するレントは，実 

質的に観光開発を行っているかぎり，私企業はもとよ 

り，公企業や地:^公共団体にも課すべきものである。 

しがし，消費者が自然環境め優た場所に別荘を建て 

るといった場合には者午興った措置が必要であろう。

自然資减が生産要素として使われているわけではな'i 、 
からである。しかし，‘ 今や人々によって高v、評価を与 

えられるに至った澄んだ空気や_ しい景観も，それら 

と一体になっセいる土地の価格に影響を与炎てI 、るは 

ずであるから，そめような土地を効率的に利用するた 

めには，それを所有する消费者からも，土地の時価の 

一定割合 < 1 % n m をレソトとして徴収する必喪があ 

る。土地の時価にスライドさせた固矩资産税の徴収と 

いう方法は，均下说屑の急務である土地問題解決のた

注( 1 2 )村上泰亮r公密政策の侖意を求めでj ■煎Y猫济J 1970年10月14f|)< 
(13) 0 . デンゲ，F .テ，ラ一(土嵐的訳）m 刚綷济迦論j プ9~8さページ。
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めのほとんど唯一の決め手と考えられるが，その点に 

ついては別に詳論したので，ここでは立ち入らない。

以上，自然資源の最適利用を実現する上で不可欠な 

レント.の性質とその料率決定にづいて私見を明らかに 

したが，最後に，望ましい自然環境が国民全体の毛の 

であるかぎり,レントの徴収や管理も国が行うべきこ 

とも付け加えでおかなくてはならない。もっとも，集 

められたレントを何に使うかはこれまでの議論とは別 

個の問題である。分配上の公正も配慮しなければなら 

ないが，私としては，資金の性貧上まずもって自然環 

境の積極的な保全や文化財の保護のために使うべきで 

はないかと考えている。

4 . 自然開発の外部不経済

自然資源の利用が,前節で明らかにしたような最適 

水準にとどまるならば，それによぅ < 人々の満足を最 

高に満たすことができる。しかし,自然開発にはしば 

しば重大な外部不経済が伴う。宇沢教授はそのような 

場合も社会的共通資本減耗の一環として定式化してお 

られるが，私自身は,自然資源の過大利用と自然開発 

のもたらす外部不経済とは分けて考えたほうが政策論 

的には有意義ではないかと考えている。何となれば， 

既に第2 節でもふれたとおり，それらはすべて自然開 

発という主たる経済活動の付随的な効果として生じて 

いるものであり，したがって，外部不経済だけについ 

て言えば，適切な規制によってその費用を内部化する 

ことが可能だからである。

ここで適切な規制とは，言うまでもなく，第 1 図の 

E 点で示される環境を雜持するためのものである。し 

たがって観光施設の建設維持に際しても，土砂を谷間 

に‘捨てたり，周迢の樹木を枯らせたり，河J丨丨を汚した 
りして望ましい環境を損うことを許さないのは当然と 

して，そのような施設を利用する観光客が残していく 

塵芥や深尿についても，環境を損わないような処理が 

不可欠である。少なくとも，観光を目的とする企業活 

.動の付随的な効聚としてそれらの環境破壊が生じてい 

.る場合には，貞担の最終的な痛着(incidenco)はともか 

< として,直接的には企業がその費用を全額資担して 

望ましI 、環境の維持につとめなければならない。との 

ことは，一般の産業公蜜の場合と全く同様である。

他方, 企業活勤に随伴する璁境破竣ではなく，自然

資源そのものをいわば消費財として利用する消費者の 

生み出す外部不経済については，別個の酡礅が必要で 

. あろう，山紫水明の地や文化遺跡を訪れた人たちが 

残していく塵芥や汚物をはじめとして，心ない登山 

者 （最近は業者まで）が採っていく高山植物や高山蝶 

などの被害についてである。それらが自然の自净能力， |  
再生能力の範囲内にとどまるかぎり，と り た て て 問 題 j 
にする必要はないが，昨今のレジャー♦ブ 一 ム は し ば | 
しばその限度を超えて環境破壊を生み出し弋いる。も i 
ちろんそれも結局は一人一人のモラルの問題である成s 
教育の効果を待つほど時間的余裕はない。したがつヤ, I  
現在進行中のこの種の環境破壊を喰v、止めるには，当 | 
面，人々が保存するに値すると判断t た 自 然 療 境 や 文 j 
イ匕遺産の周辺にぼ十分な監視員を置き，環境破壊的行 / 1 
為に対してはその場で相当額の罰金を徴する以外に方！ 

法はないように思われる。もちろん屎尿については辕丨 

境破壊を伴わないような奶理施設を国費で設置運営し| 
なければならないが，それ以外の廃棄物はすべて公的 j 
な処理が对能なところまで持ち帰らせるべきである。 I 
直接自然資源の利用を目的とする経済活動ではないi 

が，林業，土砂岩右の採掘，宅地開発等によぅて自然 | 
が破壞される例が最近とみに目立っている。そ れ ら も | 
典型的な外部不経済である以上，何はさておき，自 然 j 
破壊が生じないような規制を行うべきである。土 砂 や 1 
岩石の採掘のために山肌があらわになっている姿ほど! 
痛ましい光景はない。石炭が地中から採掘されながら， 置 

土砂や岩石が露天掘りしか行えない理由はない。そ の | 
ため?)費用増加は受益者が負担するのが当然であろう• (  
宅地開発については，何よりも，都市周辺の農地の | 

転用を促進すべきである。いかに説明がつこうとも, I  
都心から1 時間以上もかかる丘陵地が切り崩されながj 
ら，そこに至るまでの平地の大半が田畑（実 際 は 宅 地 | 
予備軍) というのでは，政策が誤っているとしが言い | 
ようがない。このような退歲地を吐き出させるには， ! 
農地を含めてすべての土地に時価で固定資産税をかけ，| 
る以外ヒ有効な方法がないことを, 更 めて強調してお ; 
きたぃ。 ■ I
同様に，林野庁が独立採算制を建前にして国有林を|  

次々に伐採して>、るのは, 政策以前め犯罪的な自然破勝: 
壞である。森林が，自然の美観や生態系の保持に本可|  
欠であるのみならず，下流域の供水予防など猶a の 外 |  
部経済を伴うことは経済学のイロハである。だ か ら こ 謹

注 ( 1 4 ) 鈴木 . 守 「地価上界のメカニズムとその対策j (**尤コノミストj 1969年 5 月27日）a 
( 1 5 ) その点については, 拙 搞 「公银政策とセ力ンド•ベスト矩迦j (W丨木経済政策学会年報j 1972华）參照
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そ，国有林が認められ,」林野庁が設匱されていたので 

.はなかったか。その使命を忘れて貴重な原生林まで喰 

い物にするなど沙汰の限りである。直ちに独立準算制 

を改め,国費をもづて森林資源の保全と管理に当らせ 

るべきである。

5. 自然環境の評価と分離施設

自然資源の最適利用を達成する上でもう一つ厄介な 

問題は,自然環境や文化遺産に対する価値判断に鋭い 

対立がみられることである。そのような価値判断をい 

かにすれば的確に吸I 、上げることができるか，という 

こと自体大きな問題であるが，その点は別にしても， 

なおかつ留意すべき点は少なくない。

まずもって，一見事実概念として受け取られがちな 

「自然」とい5 言葉自体， ここでは価値判断を込めて 

用いられていることに注意する必要がる。それは必 

ずしも「あるがままの姿j 「人間が手を加えない姿j を 

意味するわけではない。放置すれば富士山は大沢崩れ 

によって少しずつ姿を変えていくであろうし，丹沢山 

塊は野生の鹿のために樹木は育たず行く行くは草原に 

なるかもしれない。大蜂山や朝日連峰の原生林に手を 

加えるべきでないと言うのは，そこでの自然のバラン 

スに価値を認めるからに他ならない。 「自然j におい 

てさえしかりである。ましてや「文化遺産」において， 

価値判断抜きには論じえないことに今さら多言は要す 

まい。

とするならば，どのような自然環境や文化遗産をど 

のような姿で後世に残すべきかについて，人々の間に 

意見の差異があったとしても，さして異とするには当 

らない。そのような価値判断の対立は，一方でその自 

然資源に頼って生活している人と，他方でそれをいわ 

ば高級な消費財として評価している人との間で，とり 

わけ深刻なものになるおそれが強い。もとより，自然 

資源の何をどのように残すかという国家的な問題が，

_ 人的な利害や趣味だけで決められてよいはずはない》 

その価値を十分に（客観的に）評価しうる知識と能力を 

備えた専門家の判断と，それにもとづくパターナリス 

ティックな配慮が必要であるが，その場合でも，一定 

の自然資源を残すためには，そうでなければ供給する 

ことのできた私的産出物を犠牲にしなければならない 

という意味での機会費用が伴うことを忘れてはならな

注(16) E. J • ミシャン（都留爾人監訳) 8■経済成長の代価j

.い。この点についての正しい認識を欠くため,に，善意

で進められている自然や文化の保護運動にもかかわら

ず，無用の混乱が生じてV、る場合が少なくないように

思われる。自然環境の保全にしても，文化遺産の保護

にしても，国民が価値を認め，その保全のためにすす

んで費用を負担しようとする限度を超えては行いえな

いものなのだということを銘記すべきであろう。

それにしても，自然資源をめぐる価値判断の相克は

宿命的でさえある。その相克の中で,限られた自然資

源をできるだけ有劾に活用するにはどうすればよいか。

最後にそのための政策#段にふれて稿を閉じることに

したい。お互いに価値評価の異る人間同士が同じ自然

資源を利用しようとすると，お互いに外部不経済を与

え合うために，貴重な自然資源を使いながら極めて低

い満足Lか得られない，という結果になりがちである4
同じ山に，野鳥の声や姿を楽しもうとする人とハンク

一が同居していたり，同じ道を，散策を楽しもうとす

る人とドライバーがー緒に利用していたりするケース

はその典型である。このような場合には，E . J .ミシ
(16)

ャンの提唱する分離施設（separate facilities) の構想を 

活用するのが有益であろう。すなわち，同じような価 

値判断をする人ごとに環境を分割し,彼らの間で生ず 

る外部不経済を最小限に留めることによって，限られ 

た資源をできるだけ有効に利用しようという構想であ 

る。喫煙室を別に設けて他b：禁煙にするなどはこの考 

えが実用化されている具体例であるが，自然資源につ 

いても，さし肖り，全国の山野海浜を原則として禁狐 

区とし特定の地域に限ってキジ，ャマドリ，力モ類を 

養殖放鳥して狩狐区にするとか.同じアルプスでも乗 

用車で行かれるところ，ケ一プルカーで行かれるとこ 

ろ，徒歩でなければ行かれないところにはっきり区分 

する，といった活用例が考えられる。

し、ずれにしても，人々の偭値判断を的確に吸い上げ 

るための有効なシステ A と，後世に悔を残さなI 、ため 

のパ タ ー ナリ.スティックな配慮が必要なことは言うま 

でもないところである。
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